
街区基準点が、工事で支障となった場合、撤去後、復元する方法は次のとおりです。

 ・確保すべき水平位置の精度は１０㎜以内、標高の精度は３０㎜以内です。

・工事作業により元の位置に復元する

・高精度な測量機器を使用しないで復元できる。

・公共測量等の手続きが必要ない。

構 造 物  引照点の設置は行わず構造物(３点以上)を引照点とみなし、構造物と街区基準

引 照 法  点との水平距離を測定する方法

 水糸を用いて街区基準点の上で十字の交点となるように引照点を設置し、交点

 と同じ位置となるよう標識を復元する方法

 街区基準点と視通のある任意の地点に角測定を行うための引照点と角測定で

放 射 法  零方向となる引照点を設け、街区基準点までの水平角観測及び距離測定を行

 う方法

レーザー法  水糸の代わりにレーザー基準出し器を用いる方法

T S 法  水糸の代わりにトータルステーション又はセオドライトを用いる方法

 街区基準点からの引照点(２点以上)の高低差を測定して確認する。

 ３０㎜以内の変化であれば、標高の更新を省略できる。 ※

街区基準点付近で工事をされる場合は事前に都市政策課まで御相談ください。

※   占用対象となっている公共物の安全のためには、原則同一平面とすべきであり、工事の内容を事前に把

    握して、工事による復元の判断をするべきであるため、事前に都市政策課まで御相談ください。
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